
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

栄養士 ① 175人 175人

人 食育栄養インストラクター ③ 174人 88人
人 フードコーディネーター ③ 39人 39人

ﾌｰﾄﾞｱﾅﾘｽﾄ4級 ③ 36人 33人
ﾌｰﾄﾞｱﾅﾘｽﾄ3級 ③ 9人 9人

％ NRｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ③ 2人 1人
■卒業者に占める就職者の割合

％

（平成 30

14 名 3.9 ％

■中退防止・中退者支援のための取組

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　無
※有の場合、制度内容を記入

■専門実践教育訓練給付：　　　　　給付対象　1名
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　有
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）
私立専門学校等評価機構による第三者評価を平成26年に受審
http://www.hyouka.or.jp/n-hkekkafiles/26-5-report-musashinoeiyo.pdf

担任による個別相談の他、カウンセラーによるカウンセリングの実施、学費の分割納入及び学資ローンの企業との連携

平成30年4月1日時点において、在学者359名（平成30年4月1日入学者を含む）
平成31年3月31日時点において、在学者345名（平成31年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由
目的意識の欠如、健康上の理由及び進路変更、経済的理由

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.musashino-eiyou.ac.jp

■就職率　　　　　　　　　： 100

令和1年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容
接遇･ビジネスマナー演習の開講、分野や施設別の就職セミ
ナーの開催、３０社程度の企業の人事担当者による企業説明
会の他、面接対策・履歴書指導など担任と就職担当者の連
携した指導を実施している。

■卒業者数 175
■就職希望者数 172

■主な就職先、業界等（平成３０年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等
受託給食会社、病院、保育園、福祉施設 （平成30年度卒業者に関する令和元年5月1日時点の情報）

： 98.3
■その他
・進学者数：　　　　　　　　　　　　2人
・就職を希望しない：　　　　　　　1人

年度卒業者に関する

■就職者数
：

172 人

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③
のいずれかに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得
するもの
③その他（民間検定等）

■自由記述欄
　　　特になし

長期休み

■学年始め：  4月 8日
■夏　　   季：  7月25日 ～ 8月31日
■冬　　   季：12月25日 ～ 1月 6日
■学  年  末：  3月28日

卒業・進級
条件

学則に定める規定科目の単位を履修し、学期末試験若しく
は課題の成績が合格点以上で、入学金及び学費等の納入
を怠っていないこと。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応 研究室（４研究室）・ボランティア活動
担任による面談の実施や保護者と連携した指導、スクールカ
ウンセラーとの連携により個々の学生への相談・指導を実施 ■サークル活動： 有

学期制度
■前　　期： 4月 1日 ～ 9月30日
■後　　期：10月 1日 ～ 3月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
試験・レポート・提出物・受講態度（平常点）などに基づき評価し、60点以上を単
位認定し、100～80点をＡ、79～70点をＢ、69～60点をＣ、59点以下をＤ(不合格）
と評価する。

480人 332人 1人 15 30 45

3 0
単位

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

2 昼間
75 50 10 19

認定年月日 平成26年4月1日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

衛生 栄養専門課程 栄養科
平成7年1月23日
文部省告示7号

-

学科の目的
栄養士法第1条第1項（都道府県知事の免許を受け、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者）に定められている栄養士を養成す
るために必要な知識及び技術を教授し、あわせて一般の教養を高め人格の教育と文化の向上、発達に寄与することを目的とする。

03-3982-6154
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人　後藤学園 昭和26年9月22日 後藤　人基
〒171-0022　　東京都豊島区南池袋3-12-5

（電話）

武蔵野栄養専門学校 昭和51年10月1日 久保　淳
〒171-0022　　東京都豊島区南池袋3-12-5

（電話） 03-3982-6115

（別紙様式４）

令和元年８月１日※１
（前回公表年月日：平成30年8月1日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地



（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進
学状況等について記載します。

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。



種別
①

③

（年間の開催数及び開催時期）

令和2年3月31日

【大量調理実習】大量調理に役立つ基礎的な技術を学ぶ。全学生分の給食づくりを通じて基本的な調理操作の大量調理への応用
や、衛生面を配慮した食材の取り扱い、大量調理用機器や器具の取り扱い方法について、より実践的に学ぶ。

【調理理論実習】調理に関わる事柄を理論的にとらえ、調理学の基礎的知識を習得する。調理上で起こる事象を、物理的・科学的に
学習するとともに、実験の結果から学生自身が考察することにより、調理への関心を深め、実生活に生かす知識を得させる。

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

栄養士が果たすべき社会的役割に関する基本となる能力を養うため、企業等との連携を通じて栄養士として必要とされる知識・技
能・態度を養うこと。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

【校外実習】企業・保育園・高齢者施設において実習生の受け入れを依頼し、特定給食施設における栄養士業務についての実習を
行っている。45時間以上（1単位,原則1週間）、実際の現場に入り調理作業や事務作業など、栄養士としての実務について、栄養士・
管理栄養士により指導を受ける。終了後は企業等の担当者による評価の他、事前事後指導の状態も含めて単位を認定する。

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

土  田     徹 武蔵野栄養専門学校　SS課主事 令和2年3月31日

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年２回（5月・１１月）開催。

カリキュラム変更から4年が経過し、今後は現カリキュラムの成果について検討する時期となることから、栄養士業務の実際について
「栄養士は栄養価や食品の組み合わせだけでなく一食ごとの価格も管理する必要があり、原価についても学ばせた方が良い」「通常
は献立作成システムが導入されているため、基本の計算だけでなく応用力を身に付けることが必要」「同じ食材や調理方法の料理で
も味付けを変化させることで献立の種類が増える」など意見いただいた。今後の委員会に於いてどの科目にどのような内容を組み入
れることが効果的であるか引き続き議論していく。

（開催日時（実績））
平成30年度　第1回　平成30年5月29日　18：00～19：30

                  第2回　平成30年11月26日　18：00～19：00

令和元年度　第1回　令和元年6月3日　　18:00～19:00

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針

　本校が実践的かつ専門的な職業教育を実施するため、企業等との連携を通じて最新の知識・技術・技能について必要な情報の把
握や分析を行い、カリキュラムの改善や工夫、教育課程の編成に定期的に行っていくものとする。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

教育課程編成委員会は校長を委員長とし、校長の指名する教職員の他、業界団体の役職員、専攻分野に関する企業等の役職員か
ら選出し、武蔵野栄養専門学校が実践的かつ専門的な職業教育を実施するための教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・
方法の改善・工夫など）に活かすため、定期的に会議を設けるものとする。会議での決議事項については、教務会議や役職者会議
（主事以上会議・副主事以上会議）において審議され、次年度以降の教育課程の編成及びカリキュラム内容の改善や工夫に活かす
ものとする。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

伊  藤     治
　(株）ニッコクトラスト　商事部メニュー開発課アシスタン
トマネージャー

令和2年3月31日

松本 千恵子 武蔵野栄養専門学校　教務課主事 令和2年3月31日

令和元年７月３１日現在

名　前 所　　　属 任期
東     雅  臣 　公益社団法人集団給食協会　理事 令和2年3月31日

久  保     淳 武蔵野栄養専門学校　校長 令和2年3月31日
森  志 麻 乃 武蔵野栄養専門学校　教務部副部長 令和2年3月31日
深田 由美子 武蔵野栄養専門学校　教務部副部長 令和2年3月31日
朝 日  直 人 武蔵野栄養専門学校　SS課主事 令和2年3月31日
後藤  かおり 武蔵野栄養専門学校　教務課主事



調理理論実習

調理に関わる事柄を理論的にとらえ、調理学の基礎的知識を習
得する。調理上で起こる事象を、物理的・科学的に学習するとと
もに、実験の結果から学生自身が考察することにより、調理へ
の関心を深め、実生活に生かす知識を修得させる。

雪印メグミルク株式会社

研修名「牛乳・乳製品の特徴と実習」（連携企業等：雪印メグミルク株式会社）
期間：平成31年3月8日　　　　　　対象：実習に関わる教職員
内容：牛乳の容器や殺菌方法・賞味期限について、子どもの健全育成・高齢者の低栄養帽子に牛乳・乳製品の果たす役割と乳製品
を使用した料理についての実習

研修名「メンタルヘルスに関するセミナー」（連携企業等：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
期間：平成30年8月28日　　　　　　対象：担任・メンタルヘルス推進担当者
内容：『大人の発達障害』の正しい理解と対応

研修名「就職指導担当者セミナー」（連携企業等：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
期間：平成31年3月18日　　　　　　対象：ジョブカード作成アドバイザー資格取得者及び担任
内容：『コミュニケーションが苦手な若者へのキャリア支援』

研修名「創造性開発（革新的思考)講座」（連携企業等：株式会社ビーコンラーニングサービス）
期間：平成31年3月25日　　　　　　対象：教職員全員
内容：SDGｓ（持続可能な開発目標）について

研修名「教職員研修会」（連携企業等：栄養士養成専門学校協議会）
期間：平成30年5月17日　　　　　　対象：教職員
内容：災害時における栄養士の役割・ものづくり味づくり

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「メンタルヘルス【子ども】理解セミナー」（連携企業等：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
期間：平成30年8月8日　　　　　　対象：担任・メンタルヘルス推進担当者
内容：『ココロの状態』把握ツールを活用した『自己』分析講座

大量調理実習

大量調理に役立つ基礎的な技術を学ぶ。全学生分の給食づくり
を通じて基本的な調理操作の大量調理への応用や、衛生面を
配慮した食材の取り扱い、大量調理用機器や器具の取り扱い
方法について、より実践的に学ぶ。

株式会社 レパスト、株式会社レクトン、株
式会社東京天竜、株式会社馬渕商事、葉
隠勇進株式会社

校外実習

　事業所・病院・保育所・高齢者施設など実際の特定給食施設
において、栄養士業務全般を実体験することにより、給食業務
を行うために栄養士として具備すべき知識及び技能を習得す
る。

株式会社ﾆｯｺｸﾄﾗｽﾄ、株式会社ﾚﾊﾟｽﾄ、株
式会社ﾍﾞﾈﾐｰﾙ、ｼﾞｬﾊﾟﾝｳｪﾙﾈｽ株式会社、
ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社他、全49社
（60施設）

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「食育研修」（連携企業等：雪印メグミルク株式会社）
期間：毎年3月　　　　　　対象：実習に関わる教職員
内容：乳・乳製品に関する知識の向上・調理実習による技術向上

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
自己評価力を高め信頼性の高い学校評価を実現するため、学校による自己点検・自己評価の結果を踏まえて関係者により学校関
係者評価委員会を設置し学校関係者評価を実施、報告書を作成し、結果及びその分析並びに今後の改善方策を公表するものとす
る。学校関係者評価委員会の委員は、（１）学校の専門分野における業界関係者（２）卒業生（３）高等学校校長または進路指導担当
者等　（４）その他校長が指名したものから組織され、任期を１年とし、委員の互選によって定められた委員長により学校関係者評価
委員会が招集されるものとする。

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

研修名「管理職を対象とした教職員研修会」（連携企業等：全国栄養士養成専門学校協議会）
期間：毎年5月及び11月　　　　　　対象：管理職
内容：企業を招いた栄養・調理に関する講和、近年の社会の傾向と栄養・食事等についての研修

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

教職員として必要な実務能力や的確な判断力の向上を図り、知識・技術・技能やマネジメント能力などの指導力の修得・向上及び教
養を身に付けた人材を養成することを目的とし、本校の研修計画にもある職員研修の３本柱である「職場研修」「職場外研修」「自己
啓発」の特性を活かしこれらを効果的に組み合わせ実行すること。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等



種別

企業等委員

卒業生

高等学校校
長

卒業生

（１１）その他
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

URL:http://www.musashino-eiyou.ac.jp/educational_info.html

（８）学校の財務 ・財務状況　・監事監査報告書
（９）学校評価 ・自己点検　自己評価報告書　・学校関係者評価報告書
（１０）国際連携の状況

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

（５）様々な教育活動・教育環境 ・学校行事への取組状況　・課外活動
（６）学生の生活支援 ・学生支援への取組状況
（７）学生納付金・修学支援 ・学生納付金　納入時期等　・就学支援　奨学金制度等

（２）各学科等の教育 ・学科　・教育研究上の目的　・入学者の受入方針　・入学者数　収容定員　在学者数　・就職実績　・授業内容　・学則　・資格一覧
（３）教職員 ・教員組織
（４）キャリア教育・実践的職業教育 ・就職支援　・校外研修

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

本校は、本校に関する関係者の理解を深め、連携・協力を推進するため、学生・保護者・企業等の学校関係者に対し、本校の教育活
動その他の学校運営の状況に関する情報を提供し企業等との連携による活動の充実や、産業界等のニーズを踏まえた教育内容・
方法の改善につなげ、学生・保護者・企業等との信頼関係を強めることにつなげるものとする。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 ・校長　・校訓　基本組織　・施設　設備　・事業報告書

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

URL:https://www.musashino-eiyou.ac.jp/educational_info.html
学校関係者評価委員会開催後、報告書を作成し、毎年度9月にホームページ（教育情報の公開の中の学校評価の項目）にて公開

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

小堀　紀明 東京都立農芸高等学校　校長
令和元年4月1日～令和2年3
月31日（1年）

藤澤　弘之
学校法人後藤学園　評議員　　東都給食株式会社
代表取締役社長

令和元年4月1日～令和2年3
月31日（1年）

益子　純子 株式会社藤江　代表取締役社長
令和元年4月1日～令和2年3
月31日（1年）

飯島　敬子 公益社団法人全国学校栄養士協議会元理事
令和元年4月1日～令和2年3
月31日（1年）

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況
学校評価委員会にて評価を受けた項目のなかで、改善が求められるものについては速やかにその対処方法について協議し、学期
末ごとに行われる授業評価アンケートの結果とともに次年度の授業計画に反映させ、教育内容の改善や学校運営の健全化に寄与
する。
（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

　　　令和元年7月31日現在

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守 ・法令、設置基準等の遵守性・自己点検、自己評価の実施及び公開
（１０）社会貢献・地域貢献 ・社会貢献の実態・学生ボランティア活動の支援
（１１）国際交流

（６）教育環境 ・施設、設備の整備・学外実習、インターンシップ、海外研修等の教育体制
（７）学生の受入れ募集 ・学生募集活動の適正化・入学選考基準・学納金の妥当性
（８）財務 ・財務基盤の安定性・予算、収支計画の有効性・会計監査の適正化

（３）教育活動 ・教育目標・業界の人材ニーズとの整合性・カリキュラムの体系化
（４）学修成果 ・就職率・資格取得率・退学率・卒業生の社会的な活躍及び評価
（５）学生支援 ・就職指導体制・学生相談体制・経済的支援体制・保護者との連携

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標 ・育成人材像・将来（中期的）構想・学校の特色
（２）学校運営 ・運営方針・事業計画・運営組織及び意見決定システム・人事考課制度

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
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○ 心理学

基礎的な心理学的知識を理解させるととも
に、それを人間関係の基礎となる自己およ
び他者理解、人間関係のスキルの問題に発
展させることを目的とする。

２
後

30 2 ○ ○ ○

○ 食料経済

現代社会の特質を踏まえ、食料の自給・生
産・輸出入、食品の流通や環境問題などの
現状から食生活を支える「食」産業や食糧
事情の問題点について事例を挙げ論述す
る。

２
後

30 2 ○ ○ ○

○ 情報処理演習
栄養士として実務に携わるにあたり必要な
コンピューターの基本操作の修得と、給食
管理ソフトの操作の修得をさせる。

２
通

30 1 ○ ○ ○

○ 化学
化合物の構造や三大栄養素の構造的特徴や
結合について理解する。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○ 生物学
生物体の構造と機能及び構成成分について
理解する。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○ 英語
英語を使って積極的にコミュニケーション
を図る能力を身につけることを目標とす
る。

１
前

30 1 ○ ○ ○

○
ライフスポー
ツ演習

運動状況に応じた栄養指導を行うための、
健康に関する体力のトレーニング理論を学
び、具体的運動方法を解説する。

１
後

30 1 ○ ○ ○

○ 基礎学力演習
栄養士としての専門分野を学ぶにあたり必
要とされる「国語」「算数」「化学」の基
礎学力を身につける。

１
前

30 1 ○ ○ ○

○
接遇・ビジネ
スマナー演習

社会人として必要なマナーや技能を修得
し、コミュニケーション力の向上、自己表
現力の向上を目指す。

１
後

30 1 ○ ○ ○

○ 健康運動論

運動が健康に与える影響についての理解を
深める。基礎的な知識から応用的な内容ま
で様々な視点から健康について学習し、実
習において実践することで健康の維持・増
進について正しく理解する。

１
前

30 1 ○ △ ○ △ ○

○ 公衆衛生学１

地球環境問題、健康増進、QOL、高齢者や身
障者の介護、環境ホルモン、新感染症な
ど、時代の推移とともに刻々と変化する内
容について考慮し、健康増進に役立つ質の
高い栄養士を養成する。

１
後

30 2 ○ ○ ○

授業科目等の概要

（栄養専門課程栄養科）
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



○
公衆衛生学２
（社会福祉概
論を含む）

公衆衛生学１に引き続いた内容について、
管理栄養士国家試験ガイドラインを参考
に、自分で考える習慣を身に付けさせるこ
とを教育方針とする。

２
前

30 2 ○ ○ ○

○ 解剖生理学

身体の構造と機能の概略を教示する。通常
の系統解剖学の手法に従って講義を進め、
消化・吸収・循環・内分泌、神経系の働き
などの生命現象を立体的に理解させる。

２
前

30 2 ○ ○ ○

○
解剖生理学実
験

生体の機能面から見た栄養学を、「解剖生
理学」の中で、栄養士に必要と考えられる
部分を実験を通じて理解を深める。

２
後

45 1 ○ ○ ○

○ 生化学１
栄養士養成を中心に捉え、化学の基礎、生
命のしくみ、食品成分などを含めて、生命
現象を科学的に解明・説明する。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○ 生化学２
生化学１や前期の科目で学んだことを基本
とし、代謝・遺伝・体内環境に関する事柄
を学ぶ。

１
後

30 2 ○ ○ ○

○ 運動生理学

身体器官や組織の構造と機能について基本
的知識を習得し、運動時の骨格筋･呼吸器
系･循環器系･骨代謝の変化について、ま
た、運動による身体のエネルギー代謝の変
化、トレーニング効果や運動処方について
も理解を深める。

２
後

30 2 ○ ○ ○

○ 病理学

病理学を理解することにより臨床栄養学の
理解力を深めさせる。食事（生活習慣）と
密接な関係のある病気を中心にその病理的
なことを学習する。

２
後

30 2 ○ ○ ○

○ 食品学総論

食品の栄養機能にかかわる成分である水
分・炭水化物・脂質・タンパク質・各種ビ
タミン・ミネラル類が、どのような性質を
有しているかなどを学習する。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○ 食品学各論

各種の植物性食品・動物性食品について分
類・概要・栄養特性・加工・調理などを詳
細に講ずる。また、生産・流通・食料構成
上の役割について幅広く学習する。

１
後

30 2 ○ ○ ○

○ 食品学実験

栄養士として必要な“食品とは何か”とい
う知識を得るために、主要栄養素の性質を
確認し、含量を定量する実験を通じて、化
学実験に必要な基礎知識と技術を習得す
る。

１
後

45 1 ○ ○ ○

○ 食品加工学

食品加工の基である食品素材の特徴を学
び、加工の原理と方法を学ぶ。あわせて保
存、貯蔵についても習得する。また加工の
規格、包装、内容の表示法についても学
ぶ。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○
食品加工学実
習

日常よく利用されている加工食品について
実習を通じて具体的に学ぶ。製造原理･工
程、食品保存･放送技術、また食品の成分や
物性の変化を学び、知識だけでなく栄養士
として食生活に役立つ食品加工の理論と実
際を体得することを目的とする。

１
後

45 1 ○ ○ ○

○ 食品衛生学

食品の安全性確保が重要となっている現状
から、細菌･ウイルス性食中毒や、食品の変
質などの実態とその予防法、食品添加物の
使用基準、HACCP、残留農薬や食と関係の深
い感染症などの実態とその対策について学
習する。

１
前

30 2 ○ ○ ○



○
食品衛生学実
験

講義で習得した食品衛生的知識を一層明確
に認識させるため、食品添加物の使用実
態、農薬などを含め食中毒の微量化学物質
の生態学的影響などを正しく科学的に評価
させる。

２
前

45 1 ○ ○ ○

○ 基礎栄養学１

人々の食生活とその健康を預かる栄養士と
して栄養学の基礎を身につけることを目的
とする。食物に含まれる栄養素の種類とそ
の生体内における役割についてよく理解し
健康を保つために必要な栄養摂取量につい
て熟知する。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○ 基礎栄養学２

人々の食生活とその健康を預かる栄養士と
して栄養学の基礎を身につけることを目的
とする。食物に含まれる栄養素の種類とそ
の生体内における役割についてよく理解し
健康を保つために必要な栄養摂取量につい
て熟知する。

１
後

30 2 ○ ○ ○

○ 応用栄養学

各ライフステージにおける人体の構造や機
能の変化に伴う栄養状態の変化について理
解し栄養状態の評価・判定・栄養アセスメ
ントの基本的考え方を習得する。

２
前

30 2 ○ ○ ○

○
応用栄養学実
習

各ライフステージに適したエネルギー・各
栄養素の摂り方などを学び、テーマに基づ
いた献立作成の技術を習得、それに基づい
た実習を行うことにより調理技術を体得す
る。

２
後

45 1 ○ ○ ○

○ 臨床栄養学１

臨床栄養の基礎知識、各種病態について学
ぶ。総論として、臨床栄養学の基礎、栄養
ケアマネジメントなどについて理解を深め
る。また臨床検査値の読み方なども学習す
る。

２
前

30 2 ○ ○ ○

○ 臨床栄養学２

疾患・病態別栄養マネジメントについて学
ぶ。傷病者の病態や栄養状態の特徴を理解
し、適切な栄養管理を行うための理論につ
いて、また根拠に基づいた栄養管理・栄養
指導を行うための知識を習得する。

２
後

30 2 ○ ○ ○

○
臨床栄養学実
習

病院栄養管理の方法について理解し、各コ
ントロール食（エネルギー・塩分など）の
方法、交換表（糖尿病・腎臓病）について
の理解とその使用方法、献立作成の技術を
体得する。

２
前

45 1 ○ ○ ○

○ 公衆栄養学

国民の健康保持増進を図り、生活水準と福
祉の向上に寄与するために必要な基礎的知
識を学び、公衆栄養活動の手法と技術を習
得する。

２
前

30 2 ○ ○ ○

○ 栄養教育論１

栄養指導に必要な健康で望ましい状態を実
現するための理論と技術を習得し、近年の
少子高齢社会の栄養士活動に対応できる指
導力を養う。栄養指導論１では特に栄養教
育・指導に必要な基本的事項について学
ぶ。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○ 栄養教育論２

栄養教育・指導における実際での展開につ
いて学ぶ。健康・栄養状態、食行動、食環
境に関する情報の収集・分析、それらを総
合的に評価・判定する能力や対象に応じた
栄養教育に必要な行動科学やカウンセリン
グ理論等、健康・栄養教育の方法を習得す
る。

１
後

30 2 ○ ○ ○



○
栄養教育指導
論実習

栄養教育・指導の情報収集・分析・評価方
法について、実習する科目である。個別・
集団・施設別の栄養カウンセリングについ
て検討し、業務を円滑に遂行できる能力を
習得する。

２
後

45 1 ○ ○ ○

○ 給食経営管理

給食の運営や関連資源を総合的に判断し、
特定給食施設での栄養管理から調理、衛
生、施設管理など栄養士になる上での基本
的事項を学ぶ。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○
メニュープラ
ンニング演習
１

栄養士として必要不可欠な献立作成能力に
関する基礎知識を身につけることを目的と
する。

１
前

30 1 ○ ○ ○

○
メニュープラ
ンニング演習
２

メニュープランニング演習１で得た知識を
もとに、献立を作成能力の向上を目的とす
る。

１
後

30 1 ○ ○ ○

○ 給食管理実習

特定給食施設における給食管理全般(経営･
栄養･衛生･施設･設･作業･事務)について学
ぶ。食事摂取基準(2015)、献立作成から調
理、配膳、評価まで行う。

２
前

45 1 ○ ○ ○

○ 校内実習

給食経営管理、大量調理実習で学んだ理論
および実務を実践的に体験学習する。1日の
実習を通して、特定給食施設における給食
作りの流れや喫食者に対するサービス、給
食の役割についてトータル的に学習する。

２
通

90 2 ○ ○ ○

○ 校外実習

事業所・病院・保育所・高齢者施設など実
際の特定給食施設において、栄養士業務全
般を実体験することにより、給食業務を行
うために栄養士として具備すべき知識及び
技能を習得する。

２
通

45 1 ○ ○ ○ ○

○ 調理学
食物をどのようにすれば衛生的に安全で栄
養効率がよく嗜好性の高い食べ物になるか
を物理的・科学的に学んでいく。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○ 調理理論実習

コツやカンなどの経験が重視されることの
多い「調理」について、科学的根拠や物理
的根拠に基づき学習し、調理技術の修得に
役立てる。

１
前

45 1 ○ ○ ○ ○

○ 調理実習１

衛生管理を正しく理解させ、基本的な調理
操作及び調理技術の向上を目的とする。食
材に適した取り扱い方法、調理の方法を実
践を通し理解させる。

１
前

45 1 ○ ○ ○

○ 調理実習２

基本調理操作を応用し、実践的な栄養士を
目指すべく、西洋・中国・日本・製菓の４
つのジャンルより平均的に実習を行い、調
理技術の向上及び習得を目的とする。

１
後

45 1 ○ ○ ○

○ 大量調理実習
特定給食施設を想定し、大量に調理する場
合の調理方法や知識・技術を、大量調理機
器や器具を使用し実際に身に着けさせる｡

１
後

45 1 ○ ○ ○ ○

○
栄養士実力認
定試験対策講
座１

１年前期・後期に学習した科目について、
要点をまとめて復習し、栄養士として身に
つけておくべき知識を修得する。

１
後

30 1 ○ ○ ○



○
栄養士実力認
定試験対策講
座２

栄養士実力認定試験のための試験対策や要
点をまとめ、繰り返し学習することで問題
の出題形式や傾向に慣れる。

２
前

30 1 ○ ○ ○

○
ホームメイド
スイーツ

時間、価格に制限がある中での献立作成・
調理能力の向上を「間食作り」の面から伸
ばす。

２
通

45 1 ○ ○ ○

○
病院・福祉栄
養実習１

疾患別の食事療法を対象とした食事の特徴
を理解し、その基本的な調理方法を身につ
ける。

２
前

45 1 ○ ○ ○

○
病院・福祉栄
養実習２

高齢者の栄養管理について理解し、栄養基
準量・食品構成・食品選択の知識を基に食
事として献立に置き換える能力・技術を身
に付ける。

２
後

45 1 ○ ○ ○

○
保育・学校給
食管理実習１

２
前

45 1 ○ ○ ○

○
保育・学校給
食管理実習２

２
後

45 1 ○ ○ ○

○
クックトレー
ニング実習１

２
前

45 1 ○ ○ ○

○
クックトレー
ニング実習２

２
後

45 1 ○ ○ ○

　　　５９科目

幼児･児童･生徒を対象者とした給食につい
て学ぶ。調理実習を通じ、衛生管理、行事
食や選択給食、年齢的な適正量の把握、食
べることで子どもたちに望ましい食生活を
身につけさせること、などについて学ぶ。

産業給食（事業所給食）における栄養士の
役割を理解し、さらに現場の現状（栄養管
理･衛生管理･食材管理など）を把握してあ
らゆる角度からの「食」への対応を学ぶ。
幅広い年齢層や様々な健康状態・老若男女
へのすばやい対応ができる栄養士を目指
す。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

筆記試験及び授業に対する意欲・態度、提出物、出席状況、実習科目については
実技試験の結果も含めた総合評価

１学年の学期区分 ２期
１学期の授業期間 １５週

（留意事項）

合計 ２０４０単位時間(８２単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。


